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高知県認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

改正後 改正前

○高知県認定こども園条例施行規則 ○高知県認定こども園条例施行規則

平成18年12月28日教育委員会規則第16号 平成18年12月28日教育委員会規則第16号

（連携型外認定こども園における教育及び保育の内容の基準） （連携型外認定こども園における教育及び保育の内容の基準）

第11条 条例別表４の(２)の教育委員会規則で定める基準は、別表に定める

とおりとする。

第11条 条例別表４の(２)の教育委員会規則で定める基準は、別表に定める

とおりとする。

別表（第11条関係） 別表（第11条関係）

連携型外認定こども園の認定の基準のうち連携型外認定こども園にお

ける教育及び保育の内容の基準

連携型外認定こども園の認定の基準のうち連携型外認定こども園にお

ける教育及び保育の内容の基準

１～４ 略 １～４ 略

５ 日々の教育及び保育の指導における留意点 ５ 日々の教育及び保育の指導における留意点

連携型外認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、

次に掲げる事項に留意しなければならない。

連携型外認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、

次に掲げる事項に留意しなければならない。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

(９) 連携型外認定こども園の職員は、当該連携型外認定こども園の子

どもに対し、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33条の10第１項各

号（幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第28条第２項にお

いて準用する法第27条の２第１項各号）に掲げる行為その他当該子ど

もの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

(９) 連携型外認定こども園の職員は、当該連携型外認定こども園の子

どもに対し、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33条の10第１項各

号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為を

してはならないこと。

(10)・(11) 略 (10)・(11) 略

６ 略 ６ 略


